
未来へつなぐ行政サービスのあり方検討会
中間取りまとめ
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2025/5/30 第１回検討会（設置、本県の現状、議論の方向性）

    7/31 第２回検討会（公共施設、インフラ施設）

   10/10 第３回検討会（公共・インフラ施設、農業分野）

2026/ 2/6 第４回検討会（中間とりまとめ素案、今後の進め方）

  3/24 検討会中間とりまとめ公表

参考資料１

令和８年度第１回「ワンチームとやま」連携推進本部会議



検討会での議論の整理①（全体）

総論から各論への落とし込みと、各論の積み上げによる総論の確立を並行して実施（国の動きも注視）

2

官だけでなく民も含めた視点で

➢ 2060年に60万人台でもウェルビーイングな富山県でありつづける

☟ （そのために・・・）

➢ 県全体を俯瞰し、2060年を念頭に、分野・組織横断的に、未来志向で10年後を見据える

☟ （具体的に・・・）

➢ ○データの収集・分析 （ex .これまでの実績と今後の見込み、利用者属性、時間帯、圏域等）

 ○優先順位付けをルール化  （ex．トリアージ基準、データで見える化）

 ○将来の利用者目線で  （ex．将来誰がどれだけ利用、将来の負担は）

 ○現在・将来の負担を減らす（平準化する）発想への転換 （ex .省インフラ、スリム化、一人当たりの負担ベース）

 ○減らすだけでなく、「質」や「機能」を維持（向上）していく視点も必要

 ○AI・デジタルなど最新技術を駆使 （ただし、使う、確認をするのは最終的にはヒト）

 ○ハコ・ヒト・情報・ノウハウを共有化、統合・集約化、拠点化・掛け合わせによる機能強化
 （ex .官官分担・官民連携、浮いた資源・余力を必要な人的サービスに配分）

 ○全体最適を考えたうえでの個別最適の検討 
（ex .サービスの受け手目線で、分野横断的・組織横断的に、最適なサービス水準と適正規模・配置）

 ○人口減少・人手不足に適応するための、富山の実情に合った前向きな成果設定と、

 好循環につながる未来志向かつ長期的視点での必要な投資 （ex．教育・子育て、人材の確保・育成）

 ○社会全体で、住民の皆さんも当事者意識をもち、自分事化を浸透（考え方の転換）

 ○当事者が納得感をもてる、変化の見える化と事例の発信・横展開

 ○これらを推進する体制と、できるところから着手する姿勢（柔軟な見直し）

中間とりまとめ
（ 抜 粋 ）



○人材資源・ノウハウの共有化 （サービスを提供する人や方法からなるソフト面に着目）

・AI・デジタル技術等を最大限活用し、生み出された余力で人にしかできない業務に重点化

＜特に専門職について＞ ※災害時・緊急時と通常時との場合分け

（１）災害時、緊急時の対応

 ➢ 経験・ノウハウを蓄積した人材をプールし、必要に応じて派遣することも必要

（２）通常時

 ➢ 業務内容や類似性、適正規模等を考慮し、県・市町村間の役割分担を整理。

県内リソーストータルでどう効率化を図れるか、働き方改革の面も含め検討してはどうか。

○施設・インフラの適正・最適化 （サービスを生み出す礎となるハード面に着目）

・公共インフラのあり方 ～ネットワークで機能することに配慮～

➢ インフラを新しくつくることから、維持・修繕中心にシフトしていく必要

➢ 事例を積み上げ、優先順位づけのルールづくりが必要（富山市等の先進例を参考）

➢ 県民・利用者目線で、管轄を越えた一体管理（群マネ等）などの検討が必要

・公共施設マネジメント

➢ 主に職員が利用、オンライン等で代替可能な窓口 ⇒ ハードの集約・統合もあり得る。

➢ 施設に来ることに意義のある場所 ⇒ 機能・ソフト面で官官連携・分担もあり得る。

➢ 県全体で適正規模・配置を考えることも視野に （市町村に負担を押し付けない）

これまでの議論や視点を参考に、その他の行政分野や領域も含め、対応策を検討していくことが必要

3※新しい価値や機能を創出する投資は必要。ただし、適正・最適化の観点を踏まえることが重要

検討会での議論の整理②（ソフト面・ハード面） 中間とりまとめ
（ 抜 粋 ）



分野 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度～

行政サービス
全般（総論） 全体のあり方を引き続き議論

インフラ施設
道路・橋を中心に持続可能なインフラマネジメント
方針を議論 （集約や更新、修繕などの条件整理 等）

インフラ全般
に展開

農業分野

公共施設等

他の分野

公共施設のあり方
（県公共施設等総合管理方針  
を改訂し、削減目標等を明記）

農業分野のあり方
（県農業職と市町村職員との
協働・働き方改革の試行）

土木インフラのあり方
（県内初の群マネの試行）

中
間
と
り
ま
と
め
（
議
論
の
整
理
）

スモールスタートで

モデル的取組みを

試行しながら全体

のあり方に反映
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未来へつなぐ持続可能なインフラマネジメントの
あり方検討ワーキンググループ

検討会の進め方と令和８年度の取組み

取
組
み

あり方検討会

中間とりまとめの方向性に
沿って検討、取組みの実施

取
組
み

取
組
み

第４回検討会
（R8.2.6）資料抜粋 



未来へつなぐ行政サービスのあり方検討会 
未来へつなぐ持続可能なインフラマネジメントのあり方検討ワーキンググループ

趣旨・目的
持続可能なインフラマネジメントのあり方をテーマに、まずは道路・橋梁を中心にその方針に

ついて議論するもの
・限られた予算や人員の中で、激甚化・頻発化する自然災害や加速化するインフラ老朽化への対応が

求められるなか、現在の行政サービス水準を将来に渡って維持し続けることが困難となっている。
・R７年度に実施したあり方検討会では、「新しいインフラを造るより今あるインフラを活かすことに

方針転換すべき」や「インフラの量を縮減し、持続可能な省インフラ型社会への移行を推進すべき」
との意見が大勢を占めた。

開催時期（予定）・議題（案）
４月頃 第１回ＷＧ ・県が管理するインフラの現状とその課題

・WGでの論点・方向性について

８月頃 第２回ＷＧ ・持続可能なインフラマネジメント（道路ネットワークなど）のあり方
（客観的なデータに基づく橋梁の更新・修繕、集約等）

・県民自らがインフラを守り、支える担い手であるという意識の醸成

10月頃 第３回ＷＧ ・第２回ＷＧの深掘りなど

１月頃 第４回ＷＧ ・検討のとりまとめ

※ＷＧでの検討状況は適宜、親会議にも報告
※ＷＧでの議論と並行しながら、県民の皆さんが当事者意識をもってインフラの将来像

を考え、体験していただけるようなイベントやシンポジウムなども実施予定

検討会設置要綱第６条第１項に基づきWGを設置
（WGのメンバーは同条第２項に基づき、座長が別途指名）

第４回検討会
（R8.2.6）資料抜粋 
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県内初の群マネの試行

これまでの経緯

R6年度～ 国や市町村とインフラメンテナンス勉強会を
開催（３回）

R8年度～ 魚津市と連携実施

・道路維持管理業務（パトロール、路面補修）
・クラウド型システムを用いた維持管理情報の共有

期待する効果

〇事業者側の業務効率化
・パトロールの効率化

・県道、市道の区別なく近隣箇所の修繕を実施

〇発注者側の発注手間の軽減
・県はパトロールと小規模修繕をまとめて発注

・市は覚書に基づき、県が選定した業者と随契

県道
107km

市道
幹線等39km

（全体417kmの内）

魚津市

事業者

富山県

①覚書

②事業者選定・
契約

③随意契約

＜連携スキーム＞

第４回検討会
（R8.2.6）資料抜粋 
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【地域計画のブラッシュアップ・実現】
（農地の集積・集約化、集落営農の継承）

〈メリット〉
・特に振興センターから遠い 
市町村では移動時間が短縮 ⇒ 実働時間が拡大
・市町村と県とでリアルタイム
な情報共有が可能

〈デメリット〉
・振興センター内での横連携 
が希薄になり、普及指導員の
育成に支障

モデル事業（協働型）農林振興センターと市町村の協働

■ 地域計画の改善（ブラッシュアップ）を進めることで、地域ごとの課題に的確に対応した施策展開が可能となる
■ 集落営農間の連携・合併や第三者継承の促進等により、組織の安定経営と地域農業の持続性が向上する
■ 相談体制や受入体制の整備により、新規就農者の確保・育成が進み、将来的な担い手確保につながる
■ デジタル技術の活用や業務効率化により、栽培技術指導をはじめとした支援が迅速・的確に実施できる

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 R10年度 R11年度～

あり方検討 県内１～２か所でモデル実証 順 次 拡 大
本格導入

効

果

期
待
さ
れ
る

モデル実証効果検証 実証効果検証

概

要

取
組
内
容

◇ 振興センター職員が週に数日程度、市町村に駐在し、農業者や関係機関との連絡調整を実施できる体制を確保

◇ 就農相談や集落営農組織の各種課題（後継者不足等）に対し、市町村と振興センターが緊密に連携して対応

◇ 普及指導員がデータを活用し、農作物の栽培に関する指導を効果的に実施（温暖化による気象変動への対応を含む）

市町へ連携の聞き取り

連携強化のイメージ

市町村の庁舎に
サテライトデスクを設置

・地域の話合いの場を設定

連携強化の具体例

市町村

・農業の専門的見地から具体的方策を
提示し、話し合いをコーディネート

農林振興センター

【担い手の経営基盤強化】

【農作物の生産振興】

【新規就農者の確保・育成】

・補助金交付事務・担い手農家に出向き、経営改善に向
けた助言（スマート農機の活用等）

・地域特産物の振興・データ活用による技術指導の効率化
・地域特性に応じた農作物生産の振興

・新規就農者の地域での受入体制づくり、就農計画の作成と実現
に向けワンチームで伴走支援

Ａ市

サテライト
デスク

栽培技術指導

経営指導

Ｂ町

Ｃ市

農林振興
センター

地域農業

（農林振興センターから遠い地域）

（週に数日程度）
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第４回検討会
（R8.2.6）資料抜粋 



○災害が激甚化･頻発化する中、農業土木分野における県、市町村、土地改良区の技術職のマンパワーが不足。
○この課題に対して、｢チームとやま｣のスキームを活用し、県庁(本庁)が司令塔としての役割を明確化するととも
に、被災していない市町村や土地改良区等も含めて支援する体制を構築する。

大規模災害時における｢農業土木技術職員｣の相互応援体制

【参考】能登半島地震における相互応援体制

司令塔：県(本庁）

構 成：県(センター)､

被災していない市町村､土地改良区等

（仮称ＡＤＳＴ:農業災害サポートチーム）

応援の要否等を調整

連絡・調整

応援協力 県土連、設計コンサル

班  班 班・・・班

相互応援体制（仮称ＡＤＳＴ）

Ａ  Ｄ  Ｓ Ｔ

※参照【参考②】

班  班  班･･班

連絡・調整

国     県

（幹線水路）     （支線･末端水路）

【幹線調査班】 【支線・末端調査班】

班   班 班･･班

応援協力
県土連､改良区､設計ｺﾝｻﾙ

相互応援体制

 国

（幹線水路）  

連 携

被災状況調査チーム

国は大規模災害のため、
プッシュ型で国営幹線を点検

被災した市町村及び改良区

応援の要否等を調整

被災した市町村及び改良区

災害対応

★県と市町村等の連絡調整は、｢チームとやま｣のスキームを活用
改良区や設計コンサルを含めた被災状況調査は能登半島地震における対応事例を想定

災害被災状況

共有システム

活用

第４回検討会
（R8.2.6）資料抜粋 
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富山県地域産業成長プラン（案）
富山の強み×世界の潮流＝経済安全保障とウェルビーイングの実現

・日本海側屈指の工業集積

・全国トップクラスを誇る「富山のくすり」

・恵まれた水資源、優れた物流網

▼５つの重点分野（具体的な成長分野）

【地域産業クラスター計画】 【地場産業成長プラン】

富山県が培ってきた
「圧倒的強み」

①マテリアル ➂半導体

➂データセンター
AI時代を支える基盤づくり

・富山県総合計画

・富山県ものづくり産業未来戦略

・富山県地域未来投資促進計画

県の最上位計画との
「整合性」

➁バイオ・医薬品
国内最大級のバイオ医薬品
CDMO工場の開設

県の最上位計画との

世界的潮流と
「経済安全保障・将来性」

マテリアル

医薬品

半導体・データセンター

⑤ウェルネス・観光
健康食、伝統工芸等

④コメ・コメ加工品
コメ及びコメ加工品（パックご飯、
米菓、冷凍寿司等）の輸出拡大

国内外のサーキュラーエコノミー移行の動き＋
中東情勢の緊迫化による調達リスクの高まり

国内生産やサプライチェーンの強化

AI時代に対応できる国際競争力の強化

半導体関連企業
の大型投資

・富山大学
先進アルミニウム
国際研究センター

癒しの聖地・ウェルビーイング先進地域の具体化

アルミやプラスチッ
ク等のサーキュラー
エコノミーの推進

クラスターの産業分野（ハード面）を
さらに広げ、人々の生活や豊かさ（ソフト面）へつなげる

▼なぜ選定したのか？

参考資料２



参考資料３ー１





「富山県人材確保・活躍パッケージ」の各施策の抽出・検索の方法

1

▼特設サイト内に配置しているブラウザ上で検索・抽出できる仕組み

参考資料３－２



2



3



▲  特設サイト内に掲載しているパッケージ施策リスト
  をChatGPT等の生成ＡＩツールに取り込み、右例

のようなプロンプト入力で抽出可能

▲

4

 施策活用のおすすめなどの出力も



交通事故防止対策
道路交通法施行令の一部改正（法定速度の見直し）R６.７.26公布

♦ 中央線等がない一般道路(いわゆる生活道路)の法定速度を30㎞/h
とする。

♦ それ以外の道路の法定速度はこれまでどおり60㎞/hに維持。
♦ 速度規制標識がある場合には標識のとおりの速度となる。

法定速度が60㎞/hの道路（例）

○ 改正内容（令和８年９月１日施行）

○ 背景

◆ 生活道路に標識を設置するよりも法定速度の見直しが合理的。
※生活道路とは幅員5.5メートル以下の狭い道路のこと。国内の約７割が該当。

♦ 交通実態に合わせ、より安全な道路交通環境を確保する。
♦ 生活道路の法定速度を30㎞/hとする。 最高速度が現状60km/hの生活

道路（例）

○ 道路管理者との連携
◆ 中央線の有無が、法定速度を決定する要素の一つとなる。
※道路管理者には中央線の維持管理に引続き配意をお願いしたい。
♦ 通学路等エリアの「ゾーン30」等については、引き続き推進する。

参考資料４



「警察庁推奨アプリ」の普及について
本年３月、特殊詐欺の被害を未然に防ぐための一定の基準に適合する“特殊詐欺の
被害防止に有効なアプリ”を「警察庁推奨アプリ」として認定

【アプリの機能特徴】
１．国際電話番号の発着信一括ブロック・警告
（Androidのみ）

２．特殊詐欺の犯行に利用された番号（国際電話
番号を含む）の発着信ブロック・警告

３．特殊詐欺に関する防犯情報のお知らせ
４．民間事業者の最新技術等を活用

当初接触ツールの
約８割が電話

犯行利用された番号の
約７割が国際電話

「犯人からの電話を遮断」
で多くの被害を防げる

特殊詐欺の
被害特徴

※ダウンロード、利用料とも無料

「ダウンロード＆設定完了」で詐欺電話を自動ブロック

【名刺サイズ広告】 ＨＰ等で公開。 印刷すれば「誰でも」「手軽に」作成 ・ 普及が可能。

QRコードを読み込んで警察庁HP「特殊
詐欺対策ページ」を開き、ページ内の
リンクから警察庁推奨アプリをダウン
ロード。

国際電話を休止したい固定電話から
電話をかけるか、QRコードを読み込ん
で「国際電話不取扱受付センター」の
HPからWeb申請等を行う。

参考資料５


